
施設使用料を改定します
区では、集会施設などさまざまな施設を運営し、多くの区民の皆さんに利用していただいています。
施設の運営費の一部となる施設使用料は、社会情勢の変化や維持管理の見直しなどを反映させた形で、
4年ごとの定期的な見直しを行っています。
改定に当たっては、施設の維持管理経費などを基に、一定の原価計算を行っています。

今後もサービス向上に努めます
今回の見直しでは、午後の使用区分を午後

（1）、午後（2）へ細分化するとともに、通し
で利用できる午後（全）の区分を設けました。
区民の皆さんに親しまれる施設として、一

層のサービス向上に努めます。改定へのご理
解とご協力をお願いします。

改定後の新料金の適用時期
●新小岩創業支援施設使用料（駐車場）と区民農園使用料
【適用時期】 平成28年4月1日以降の施設利用分から
ただし、利用日が4月1日以降でも、3月31日までに使用承
認の手続きを済ませたものは、改定前の使用料を適用します。
●上記以外の施設使用料
【適用時期】 平成28年10月1日以降の施設利用分から

利用者の方の急激な
負担増にならないよ
う配慮しました
現行料金から新料金への

改定率の上限を、原則とし
て1．3倍とするなど必要な
調整を行いました。

各施設使用料の新旧対照表（主な使用区分を抜粋） この他の施設使用料については、各施設にお問い合わせください。区ホームページからもご覧になれます。
単位は円表記です

平成28年4月1日以降の施設利用分から適用

平成28年10月1日以降の施設利用分から適用
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区民農園
旧料金
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新料金
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使用区分
月額区民農園

新小岩創業支援施設
旧料金
8，100

新料金

8，600

使用区分
月額駐車場

金町地区センター
旧料金
6，300
16，300
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－
－
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1，700

水元集い交流館
旧料金

900

たつみ憩い交流館
旧料金
1，000

亀有学び交流館
旧料金
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－
－

1，800
3，300

男女平等推進センター
旧料金

－
－
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新料金
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新料金

1，200
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650
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3，400

新料金

1，400

1，400

6，300

使用区分
平日の夜間（午後6～9時）
土・日曜日、祝日の全日（午前9時～午後9時）
午前（午前9時～正午）
午後（1）（午後1～3時）
午後（2）（午後3時30分～5時30分）
夜間（午後6～9時）
全日（午前9時～午後9時）

使用区分
午後（午後1～5時）

使用区分
全日（午前9時～午後9時）

使用区分
午前（午前9時～正午）
午後（1）（午後1～3時）
午後（2）（午後3時30分～5時30分）
夜間（午後6～9時）
全日（午前9時～午後9時）

使用区分
午後（1）（午後1～3時）
午後（2）（午後3時30分～5時30分）
全日（午前9時～午後9時30分）
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旧料金
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－
－

郷土と天文の博物館
旧料金

－
－

3，100
※午後の使用区分を細分化する施設は、午後を通しで使用できる午後（全）もあります。
時間は午後（1）の始まりから午後（2）の終わりまでで、料金は午後（1）と午後（2）を合算した金額となります。
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【担当課】 財政課 �5654‐8119
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